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Ⅰ基本的事項   



1介護システムの目的   

介護（補償）給付システム（以下「介護システム」という。）は、介護（補償）給付に係る事務  

の一層の効率化を図り、被災労働者に対する行政サービスの向上、労働基準監督署職員の事務処理  

負担の軽減に・資することを目的とする。  

2 介護システムの概要   

介護システムは、介意（補償）給付に係る請求書等のデータの入力を受けて機械処理し、支払金  

額等の処理結果を出力するとともに、ホストコンピュータの介護台帳によりデータを管理し、情報   

検索に利用できるシステムである。  

3 介護システムの特徴   

介護一（補償）給付制度は、給付対象者が年金受給者である一方で、給付形態は療養の費用払に頬  

似するという特徴がある。   

これを踏まえ、介護システムは、年金・一時金システム及び短期給付一元管理システムのいずれ   

からも独立しながら、下記①、②のように、年金・一時金システムの情報を活用するとともに、短  

期給付一元管理システムと頬似した機械処理の流れを持っように配意したシステムとなっている。   

その他、下記③、④のように事務処理上の利便性を図ったものとなっている。  

① 年金・ 

介護（補償）給付の対象者が年金受給者であることから、請求書等の入力が行われた場合、年   

金・一時金システムで管理している年金情報の引用・突合を行い、・介護区分の判定等を行う。  

② 短期給付一元管理システムとの類似  

介護（補償）給付の給付形態が療養の費用払に類似することから、基本的な機械処理の流れは   

短期給付一元管理システムと類似する。これにより、端末の操作等が定型的なものとなっている。  

③リアルタイム処理の拡充   

事務処理の迅速化のため、被災労働者に係る給付の基本的な項目（基本情報）の庭正処理をリ   

アルタイムで行う。  

⑥ 帳票の種別数の抑制   

短期給付一元管理システムと支払関係帳票を共用化し、また、修正票、通知書をそれぞれ一種   

頗とする等、帳票の種別数を少なくする。  
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4 基本的用語  

（1）給付キー  

給付キーとは、給付履歴等を管理するため、個人を特定するキーであるか、介護システムでほ、   

年金証書番号を給付キーとして使用する。  

ただし、年金受給者の中には、年金証書番号を複数持つ者がおり、複数の年金証書番号により   

複数の請求書が提出される場合もあるが、介護システムでは、年金∴時金システム同様、複数   

の年金証書番号に係る短期給付キ⊥が同一であれば同一被災労働者とみなして管理する。  

給付キーは（年金証書番号）は9桁で構成される。  

管轄局  種 別  西暦年   番 号   

0 0  ○  0 0  0 0 0 0   

イ 管轄局（2桁）   

給付決定を行った監督署巷管轄する基準局をコードで示す。  

ロ’種別（1桁）  

傷病（補償）年金 …‥＝………‥ 1（2）  

障害（補償）年金 ………………  3 （4）   

佃（）内は下記こにおいて、「番号」が4桁を超えた場合に使用するら  

ハ 西暦年（2桁）   

年金証書番号を振り出した西暦年の下2桁とする。  

番号（4桁）  

管轄局、種別、西暦年ごとに0001番から順に振り出す。  

－4－   



（2）データ受付番号   

データ受付番号とは、請求書が入力され、台帳に該当デー・夕が登記されたときに、そのデータ   

を特定するため、機械が自動的に振り出す番号である。   

介泣システムにおいても台帳に登記された個々のデータ巷特定し、修正等を行う場合のキーと   

しで使用する。  

データ受付番号は9桁で構成される。  

西暦年度   一  連  番  号   CD   

0 0   隠000－○（う   ○ 

イ 西暦年度（2桁）   

請求書を入力した西暦年度の下2桁とする。  

ロ ー連番号（6桁）   

一連番号は年度別、局別に振り出す。介護（補償）給付は、上1桁が  で始まる。  

ハ C】〕（1桁）   

データ受付番号の記入誤り、誤読等を発見するためのチェックコードであり、機械が自動的   

に付与する。  

（3）エラ叫保留  

入力されたデータを台帳に登記するものの、決議書等が出力されない状態であることをいう。   

エラー保留となった楊畠はOCRジャーナル部及びリストにその旨を出力する。  

（4）キャンセル   

入力されたデータに不備があるため、牟帳に登記できずに入力データが破棄されることをいう。  

キャンセルとなった場合はキャンセルメッセージをOCRジャーナル部及びOCR画面に出力   

する。  

（5）リアル処理  

入力に対する結果を即時に出力する処理のことをいう。  

（6）バッチ処理   

入力に対する結果を一定期間経過後（翌日、翌月等）に出力する処理のことをいう。  
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（7）その他の用語  

用  味   

年金情報   年金・一時金システムで管理する情報のことをいう。   

基本情報（全体情報）   介護台帳で管理する情報であり、被災労働者に係る給  

付の基本となる情報のことをいう。   

請求情報（個別痛報）   介護台帳で管理する情報であり、各請求書に係る固有  

の情報のことをいう。   

介護費用額   被災労働者が介護費用を支出して介護を受けた場合た  

支払われる、実費の填補としての介護（補償）給付額  

（介護費用と同額）のことをいう。   

親族等介護   親族、友人・知人による介護の∈とをいう。   

業者等介護   看護婦・家政婦、看護補助者、施設職員による費用支  

出を伴う介護のことをいう。   

親族等・業者等介護   親族等介護と業者等介護が披合する場合の 

初月   介護（補償）給付を支給すべき事由が生じた月（介護  

（補償）給付支給事由発生月）のこと番いう。   

介護事由発生年月   介護システムでは、年金情報における「年金支給事由  

発生年月日」及び「障害・傷病等級号変更年月日」の属 

する月を「介護事由発生年月」とする。   

「介護料支給要綱」該当者   「介護料支給要綱」に規定する障害吻状態に該当する  

障害・傷病等級第1級の者のこと巻いう。   

既得権   平成8年3月末において「介護料支給要綱」該当者で  

あり、同要綱に規定する介護料を受給したことがある者  

は、介護（補償）給付において常時介護の額を支給され  

るザ、そのように取り扱われる権利のことをいう。   

支払金額「0円」め追給決議書   修正処理を行うと、月ごとの支払金額（内訳）は変更 

し、総支払金額は変更しないという事案が生ずるが、こ  

の際に出力された埠・回決議書のことをいう。   
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5 介護システムで取り扱う情報∴  

M 介護台帳で管理する情報  

介護システムでは、入力されたデータを「介護台帳」で管理する。  

当該台帳は被災労働者に係る給付の基本的な項目を管理する「基本情報（全体情報）」と各請   

求書における固有の項目を管理する「請求情報（個別情報）」▼で構成される。  

各情報の主な項目は以下のとおりである。  

（2）年金・∴時金システムより引用・来合する情報   

介護システムでは、請求書等の入力時に年金証書番号をキーとして年金・一時金システムで管   

理している年金情沌の引用・突合を行うが、その年金情報は以下のとおりである。・  
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6．介護システムによる介護区分の自動判定等  

（1）介護区分の自動判定  

請求書入力時に年金情報より請求対象年月に該当する障害・傷病等級号を引用し、これを鹿に   

介護区分（常時介護、随時介護、対象外）を自動的に判定する。   

イ 障害等級号と介護区分の関係  

障害等級号  障 昏 の 程 度  介護区分   

n    両眼が失明したもの  随 時  

そしゃく及び言語の機能を廃したもの  随時  

田    神経系統の機能又は精神に響い＼障害を残し、常に介護を要するもの 常 時  

4    胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの  常 時  

田    半身不随となったもの （50年に削除）  随 時  

両上肢をひじ関節以上で失ったもの  常 時  

7    雨上肢の用を全廃したもの  
♪  常 時  

8    両下肢をひざ関節以上で失らたもの  随 時  

田    両下肢甲用を全廃したもの  随 時  

併 合  判定不能  

〔高層〕  

準 用  判定不能  

二十十十十   

2   1脱が失明し、他眼の視力が0．02以下になったもの  対象外  

田    両眼の視力が0．02以下になったもの  対象外  

2の2    袖経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、脚寺介護を要するもの 随、時  

2の3    胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの  随 時  

田    両上肢を腕関節以上で失ったもの  対象外  

田    両下肢を足関節以上で失っキもの  対象外  

併 合  判定不能  

〔翳象穿〕  

準 用  
判定不能  

〔欝象算〕  

そ の 他 の 等 級 号  対象外   
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ロ 傷病等級号と介護区分の関係  

傷病等級号  障 害 の 程 度   介護区分   

1 神経系統の機能又は精神に著しい障害を有し、常に介護を要するもの  常 時  

田  胸硬部臓器の機能に著しい障害を宿し、常に介護を要するもの   常 時  

田  両眼が失明しているもの   随 時  

そしゃく及び言語の機能を廃しているもの   随 時  

田  両上肢をひじ関節以上で失ちたもの   常 時  

田  両上肢の用を全廃しているもの   常 時  

7  両下肢をひぎ関節以上で失ったもの   随 時  

8  両下肢の用を全廃しているもの   随 時  

判定不能  

田  前各号に定めるものと同程度以上の障害の状態にあるもの  
二‡＋‡二   

6  神経系統の機能又は精神に著しい障害を有し、随時介護を要するもの  随 時  

田  胸腹部臓器の機能に著しい障害を有し、嘩時介護を要するもの   随 時  

田  両眼の視力が0．02以下になっているもの   対象外  

田  両上肢を腕関節以上で失ったもの   対象外  

田  両下肢を足関節以上で失ったもの   対象外  

判定不能  

6  前各号に定めるものと同程度以上の障害の状態にあるもの  
〔欝象宋〕   

そ の 他 の 等 級 号  対象外   

細 表中の「判定不能」に該当する等級号については、障害の状態により事案ごとに介護区分が   

判定されるものであるため、介護システムによる介護区分の自動判定は行わず、エラー保留と   

している。  

したがって、「判定不能」となったものについては、介護を要する障害の状態により介護区   

分を確定した後、修正票で介護区分を登記することとなる。   

なお、これらの等級号についても、一旦修正票により介護区分が登記されると、当該被災労   

働者の等級号に変更がない場合に限り、次回以降の請求書について、当該介護区分による判定   

を自動的に行う。  
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（2）支払金額の自動算定   

介護システムでは、以下の請求書データ等の項目の組合せにより算定式を設定し、支払金額を   

自動算定する。   

① 介護区分  

介護区分が常時介護、随時介護のいずれかであるかにより該当する上限額、一律定額を設定  

する。  

② 従事者区分  

介護に従事した者が親族、友人暮知人、看護婦・家政婦又は看護補助者、施設職員のいずれ  

か又はそれらの複合であるかにより支払金額の算定式を設定する。  

③ 介護費用  

従事畜区分と連動して、介護に要する費用として支出した費用の額がいくらであるかにより  

支払金額の算定式を設定する。  

従事者区分  

介 護  
族   

費  
算 定 式 と 支 払 金 額   

用  

知 人   

○  親族等介護（貴用支出なし）の場合  

○  支払金額は一得定額   

○   

○  ○  ，親族等介護（費用支出あり）又は親族等・業者等介護の場合  

○ ○   

○一  ○ ○   

○  ○  ○   介護費用ゝ上限額  ⇒支払金額は上限額  

○  0  ○   上限額 ≧介護費用≧一律定額 ¢  支払金額は介護費用額   

b  ○  ○  ○   一律定額＞介護費用  ¢  支払金額は一律定額  

○  ○  ○  

○  ○  ○  

○  ○  ○  ○   

○  ○  ○  ○   

○  ○  ○  ○   

○  0  ○  ○  ○  

○  ○  業者等介硬の場合  

○  ○   介経費用＞・上限額  ¢  支払金額は上関額  

○  ○  ○   上限額 ≧介護費用  ¢  支払金額は介護費用額   

紛「介護事由発生年月」の支払金額の自動算定については、「Ⅱ 留意事項」の第1項（2）  

（22ページ）を参照のこと  
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7 入力帳票一覧  

（1）介護帳票  

介護システムにのみ使用する入力帳票である。  

帳票  
名   処  理  の  概  要   

掲載  
帳  

痩別  ページ   

介護支給決定関係   

35250  介護（補償）給付支給請求書   請求人が介護（補償）給付を請求する場   37  

合に年金の支給決定を受けた（受ける）監  

督署あてに提出されるので、受付後に職員  

〔略称請求書〕  記入項目を記入してOCR入力する。   

35251  介護（補償）給付支給決定・支払決議書  請求書等を入力した場合に出力されるの  

で、決議を行い、必要な入力項目を記入し  

〔略称決議書〕  てOCR入力する。   

35252  介護（補償）給付支給決定取消′・支給  請求データについての追給・回収を伴う  114  

決定・支払（追給・回収）決議書  修正（内訳変更のみの場合を含む。）を行っ  

た場合に出力されるので、決議を行い、必  

〔略称追・回決議書〕  要な入力項目を記入してOCR入力する。   

35253  介護（補償）給付基本情報・請求情報  請・求普デ夕のうち、給付の基本となる   73  

修正帳票  情報又は各論求書における固有の情報（請  

求音別及び請求対象年月別に管理されてい  

るもの）を修正する場合に必要な入力項目  

〔略称修正票〕  を記入してOCR入力する。   

その他（検索）   

35255  介護検索入力帳票   帳票で情報検索を行ち場合に必要な入力  

項目を記入してOCR入力する。   

35256  介護概要検索出力・請求検索入力帳票  概要検索から請求検索を行う場合に必要  

な入力項目を冨己入してOCR入力する。   
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（2）介護・他給付共通帳票   

支払関係帳票については、短期給付一元管理システムにお◆ける療養の費用、休業及び年金・一   

時金システムたおける一時金と共用する。   

なお、それぞれの帳票に関する機械処理克っいては、「労災保廃業務機械処理事務手引〔短期   

給付一元管理システム〕」を参照すること。  

帳票  
帳  名   処・理  の  概  要   

種別  

支払関係   

34513  明細表・当地名簿・送金名簿配信要求  支払事務を行うため、振込先預貯金口座  

帳票  明細表」当地払必要者名簿、送金払必要者  

名簿の配信を要求する場合に必要な入力項  

〔略称明・当・送要求票〕  冒を記入してOCR入力する。   

34511  支払日等修正用帳票  支払年月日を登記・修正・取消する場合  

又は支給決定年月日を修正する場合に必要  

〔略称支払喜修正票〕  な入力項目を記入してOCR．入力する。   

34512  回収額登記（修立）用帳嚢  現年度分債権を回収した場合又は登記済  

の回収額を修正・取消する場合に必要な入  

〔略称回収額登記票〕  力項目を記入してOCR入力する。   
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8 出力帳票一覧   

支払関係帳票と兼務資料関係の菓務処理日報、月計表及び年計表についてほ、短期給付一元管理   

システム及び年金・一時金システムの当該帳票と共用する。  

帳票  担 力（配 信）  掲載  

帳  名   内  
容  

種別  ページ     場 所  時期  時間  方式   

支給決定関係   

団  介護（補償）給付支給決定・支  請求書、修正票各人  署OCR  即時    自動  田  

払決議書  力した場合に出力する。  インサー姻   

〔略称決議書〕  

2 

変更決定、振込・支払通知書  126   

力する。   

〔略称通知書〕   

252  介護（補償）給付支給決茸取消・  支払後の請求データ  署OCR  即時    自動  114  

支給決定・支払（追給・回収）  について修正処理を行っ  インサー姻  

決議書  たところ支払金額につ  

いて、追給・回収が発  

生した場合（内訳変更  

のみの場合を含む。）に  

〔略称追・回決議書〕  出力する。   

253  帳票継続出力メッセージリスト  修正票を入力した結  署OCR  即時    自動  四  

（修正票に印書）   果、乗出力の決議等が  

存在する場合に出力す  

る。   

253  修正票等を正常に処  

057   理した場合に出力する。   106   

057  メッセージリスト   請求書等を入力した  

ところ注意喚起すべき  63  

事項が発生した場合に  108  

出力する。   125   
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帳票  出 力（配 信）  掲載  

帳  名   内  
容  

種別  ページ     場 所  時  時間  方式   

057  保留リスト   請求書等を入力した  署OCR  

ところエラー保留となっ  

た場合に出力する。  

支払関係   

402  振込先預貯金口座明細表   明・当・送要求票の  

入力の際に、支払対象  

を「振込払」とした場  

合に出力する。   

403  当地・送金払必要者名簿   明・当・送要求票の  

入力の際に支払対象を  

「当地払」又は「送金払」  

とした場合に出力する。   

検索関係   

256  介護概要検索出力・請求検索入  検索入力帳票で概要  局署  即時    自動  200  

力帳票   検索を指定して入力し  

た場畠に出力する。   インサー摘   

257  介護請求検索出力帳票   検索入力帳票、概要  

検索出力・請求検索入  

力帳票で請求検索を指  

定して入力した場合に  

出力する。   

業病資料関係   

413  業務処理日報   ユ 

果について出力する。   インサー摘   

414  月計表   月間の機械処理によ  

る支払状況について出  

カる0   

414  年計表   年間の機械処理によ  

る支払状況について出  

力する。   
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帳票  出 力（配 信）  掲載  

帳   票   冬   内  容  

種別  ページ     場 所  時期  時間  方式   

田  給付保留状況リスト   給付保留を入力した  

結果、．支払を保留する  

データについて出力す  

る。   

056  給付保留解除処理状況リスト   給付保留を解除した  

結果、処理が可能とな  

るデータについて出力  

する。   

253  保留解除対象リスト   エラー保留の原因が  署OCR  日次  10時  自動  144  

（修正票に印書）   解消され、保留が解除  

できるデータについて  

出力すろ。   

057J  給付保留入力…覧表   給付保留を入力して  

1箇月以上経過してい  

る被災労働者のデータ  

について出力する。   

056  未処理事案リスト   鍵議前、決議後のデー  署PR  月次  10時  コマンド  148   

夕で処理が未済のまま  

1箇月以上経過してい  

るものについて彊力す  

る。  

057  受付状況件数リスト   月間の請求書の入力  

件数を出力する。   インサー用   

057  支払状況リスト   月間の請求書の機械  

処理による支払状況に  

ついて出力する。   

0声7  介護・年金データ不一致リスト   介護（補償）給付額  

に影響を与え●るような  

年金情報の変更等（障  12月   

害‥傷病等級号のそ及  

変更等）があづた場合  

に、該当する介護請求  

書データを出力する。   

（注）配信方法を「コマンド」としたものの配信要求方法については、「労災行政情報管理システム  

端末装置運用管理要領（労働基準監督署編）」の＝7ページを参照のこと。  
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9 運用管理  

（1）帳票入力時間   

イ 明細表・当地名簿・送金名簿配信要求帳票 … 9時00分～11時50分  

9時00分～16時00分  

9時00分～16時40分  

口 上記以外の帳票  

ハ 情報検索  

（2）帳票入力制限期間  

請求書等の入力時に年金・一時金システムとの引用・突合を行うこととしているため、年金・   

一時金システムで入力が停止となる支払期処理及び月末処理等た係る期間は、介護システムの帳  

票の入力は不可能となる。  

なお、データ入力・検索停止期間については「四半期機械処理業務実施計画」を参照すること。一  

（3）操作キーの使用  

（4）ブザーの短鳴動   

端末装置にはブザ 

セージ出力時等に短鳴動する。  

（5）端末装置障害時の代行入力   

嘩票の入力は、当該事案を管轄する監督署（以下「自署」という。）の端末装置から行うこと   

が原則であるが、自署の端末装置に障害が発生し、長期間にわたり使用不能となったときは、他  

の監督署（以下「代行署」という。）の端末装置から代行入力することができる。   

代行入力を行うときは、代行入力を希望する旨を事前に業務室に連絡し、ホストコンピュータ  

■が代行入力の受入が可能となっている∈とを確認すること。  

なお、代行署から入力する帳票は、各帳票にある「管轄局署」の偶に自署のコードを必ず記入   

した上で入力すること（「管轄局署」の欄を記入せずに入力したデータね、代行暑が管轄局署で   

あるデータとして処理するため）。  
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（6）HCメッセージ   

HCメッセージは、ホストコンピュータが各システムに共通して出力するメッセージであって、   

このメγセージが出力された場合は入力←たデータはキャンセルされるo  

HCメッセージは、人力データの側に原因があって出力される場合と、ホストコンピュータ又   

は端末装置の側に原因があって出力される場合とがあるので、次表により対処すること。   

なお、HCメッセージは、入力した端末装置 

（7）配信電文の再送要求   

配信されたデータについて、印字ずれが生じた場合等のために再印書したい場合は、配信電文   

の再送を要求することができる。   

再送要求の方法等については「労災行政情報管理システム端末装置運用管理票領（労働基準監督署編）」   

の117ページを参照のこと。   

なお、帳票の入力により随時に出力されるものについては再送要求はできない。   

また、要求可能な期間は、各々当初初受診した日の翌日までとする。  
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）   

（8）50局トレーニング   

基本的な入力処理等について端末を使用してトレーニングすることにより、機械処理業務巷習   

得するためのものである。   

イ 運用時問及び入力可能な帳票  

通用時間は9時00分から16時00分までとし、入力可能な帳票は次のとおりとする。  

帳票種別   帳 東 名   

35 250  請 求 書  

35 251  決 痕 書   

35 2 5－3  修 正 票   

ロ 入力方法   

各帳票の「（》管轄署欄」欄に   

OCR入力する。  

は局コード）を記入した上で  

操作カードは通常の帳票入力の場合と同じカードを使用すること。  

ハ 機械処理上の留意点   

川 誤って「①管轄局署」を記入しなかった場合は、正規のデータとして処理されるので注意  

すること。  

（ロ）出力する決議書、通知書には「★ テスト テスト ★」と印書される。   

H 入力したデータは、検索、業務処理日報の対象とはならない。   

H 入力したデー 

－1昌一   
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